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Ⅰ. はじめに1 

 

スタートアップでは、インセンティブ報酬として税務上有利な取扱いを受けられる、

いわゆる税制適格ストックオプションが利用されています。もっとも、税制適格ス

トックオプションは租税特別措置法が定める要件が厳格であるため、スタートアップ

にとって十分に活用しやすいものとなっていないという指摘が従来なされていました。

そこで、権利行使期間に関する令和 5 年度税制改正に引き続き、令和 6 年度税制改正

において税制適格ストックオプションの要件が緩和されました（施行日2：2024年 4月

1 日）3。上記改正を踏まえて、本ニュースレターでは税制適格ストックオプションの

実務上のポイントを解説いたします4。 

また、ストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組みである、いわゆる

ストックオプション・プールを可能とする産業競争力強化法の改正法案が 2024年 2月

16 日に閣議決定されており、2024 年の第 213 回通常国会での成立が目指されていま

す。そのため、本ニュースレターでは、その概要と、税制適格ストックオプションを

発行する場合における活用の可能性について解説いたします。 

 
1  本ニュースレターは、税務及びスタートアップ分野のそれぞれの案件を専門的に取り扱っている両プ

ラクティス・グループが共同して作成しており、税務及びスタートアップ実務の双方の観点から解説し

ております。 
2 なお、改正に関する施行令及び施行規則についても同日に施行されています。 
3 なお、経済産業省の担当者は「この 2 年でストックオプション税制に関して種々の改正が行われたが、

いずれの改正もスタートアップ企業が本税制を最大限に活用して魅力的なインセンティブ報酬制度を設

計し、優秀な人材を採用することができるようになることを狙っている。」と述べています（三藤慧介

ほか「ストックオプション税制に関する近時の改正」旬刊商事法務 2357号 40ページ）。 
4 なお、令和 6 年度税制改正において税制適格ストックオプションを付与できる社外高度人材の要件も

緩和されましたが、本ニュースレターでは割愛します。 
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Ⅱ. ストックオプションに関する動向 

 

令和 6 年度税制改正に関する解説の前提として、ストックオプションに関する近時

の動向について概観いたします。 

 

1． 税制適格ストックオプションに関する動向 

 

国税庁は、近時、スタートアップが税制適格ストックオプションを含めたストッ

クオプション税制を活用しやすくなるような対応を行っています。 

まず、昨年「ストックオプションに対する課税（Q&A）」（2023 年 5 月 30 日付。

同年 7 月 7 日付改訂後のものを以下「Q&A」5といいます。）を公表し、非上場かつ

株券不発行会社であっても一定の場合6には株券の発行及び株券の金融商品取引業者

等への引渡しをせずとも、保管委託要件7を満たすことができるという解釈を明らか

にしました。これにより、非上場かつ株券不発行会社であるスタートアップの M&A

による Exit の場面でも税制適格ストックオプションの効果が得られる可能性が高ま

りました。 

また、2023 年 7 月 7 日、Q&A が改訂されたタイミングにおいて、所得税基本通

達 8及び租税特別措置法に関する法令解釈通達9の改正が実施され、税制適格ストッ

クオプションの要件とされている株価について株式の種類ごとにその計算の基礎と

なる売買実例の有無を判定することなど、従前、実務上生じていた論点に関する解

釈が明確に示されました。 

 

2． 税制適格ストックオプション以外の手法に対する動向 

 

他方で、国税庁は、税制適格ストックオプションを利用せずに同等の効果を得よ

うとする手法に対しては、厳しい姿勢でのぞむ意図であると感じられます。 

代表的な例としては、信託型ストックオプションの取扱いが挙げられます。信託

型ストックオプションについては、役職員がストックオプションを行使した場合、

その行使によって役職員が得た経済的利益は、給与所得としては課税されないとい

う見解（株式譲渡時に「一般株式等に係る譲渡所得等」又は「上場株式等に係る譲

渡所得等」として税率 20.315％で申告分離課税）が存在しており、当該見解を前提

として信託型ストックオプションを導入していた企業は少なくなかったところ、

Q&A では、役職員がストックオプションを行使した場合、その行使によって役職員

 
5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/pdf/02.pdf 
6  具体的には、契約等に基づき、発行会社から金融商品取引業者等に対して株式の異動情報が提供され、

かつ、発行会社においてその株式の異動を確実に把握できる措置が講じられている場合です（Q&A18

頁）。 
7 令和 6 年度税制改正前における租税特別措置法 29 条の 2 第 1 項 6 号の要件をいいます（同税制改正

後の同号イに相当します。）。令和 6年度税制改正後は同号イ及びロを指すものとします。 
8 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/index.htm 
9 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/230707/index.htm 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/pdf/02.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/230707/index.htm
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が得た経済的利益は、給与所得として課税されるとの見解（ストックオプション行

使時に最大 55.945％の税率で総合課税）が示されています。 

また、国税庁のホームページには、「被買収会社の従業員に付与されたストックオ

プションを買収会社が買い取る場合の課税関係」と題する質疑応答事例が掲載され

ています10。役職員の保有する税制適格ストックオプションを発行会社が買い取る場

合、その買取の対価について「株式等の譲渡」として所得税の申告分離課税の対象

となるとの見解（「一般株式等に係る譲渡所得等」又は「上場株式等に係る譲渡所得

等」として税率 20.315％で申告分離課税）も存在していました11。しかし、上記質

疑応答事例ではストックオプションが税制適格ストックオプションであるか否かを

区別していないため、国税庁は、同様の場面において、役職員はその対価につき給

与所得として総合課税に服するという見解に立っている可能性があります（最大

55.945％の税率で総合課税）12。 

以上のとおり、国税庁は、税制適格ストックオプションを含むストックオプショ

ン税制を活用しやすくなるような対応を行う一方で、税制適格ストックオプション

を利用せずに同等の効果を得ようとする手法に対しては厳しい姿勢でのぞく意図で

あると感じられます。このような動向を踏まえると、インセンティブ報酬として、

今後、税制適格ストックオプションを法令に即して行使する方式がより多く利用さ

れることになると考えられます。 

 

Ⅲ. 税制適格ストックオプションに関する改正 

 

1.  改正内容（施行日：2024年 4月 1日） 

 

(1) 主要な改正点 

令和 6 年度税制改正により、租税特別措置法 29 条の 2 及び関連政省令が改正さ

れました。主要な改正点は以下のとおりです。特に保管委託要件が改正されストッ

クオプションを発行した会社（以下「発行会社」という。）による株式の管理等が

認められたことは、スタートアップの円滑な M&A による Exit を阻害しないという

意味で、重要な意味を持ちます。なお、同改正は 2024 年 4 月 1 日から施行されて

います。 

 

 
10 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係｜国税庁 

(nta.go.jp)） 
11 例えば、所得税法 41 条の 2 の導入前のものですが、 別紙 従業員等に付与していたストックオプ

ション（取得条項付新株予約権）を有償取得する場合の課税関係について｜東京国税局｜国税庁 

(ndl.go.jp) をご参照。 
12  M&A に際して被買収会社がその発行する税制適格ストックオプションを役職員から買い取ることを

検討する場合があるところ、国税庁が上記見解に立っているとすれば、被買収会社の役職員に税制適格

ストックオプションを行使させたうえで、その交付された株式を被買収会社が買い取ること等も検討に

値すると考えられます。 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/49.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/49.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9980103/www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/130222_2/01.htm#a03
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9980103/www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/130222_2/01.htm#a03
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9980103/www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/130222_2/01.htm#a03
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✓ 権利行使価額の上限の引き上げ 

従前と同じく「1 年間（各年の 1 月 1 日から 12 月 31 日まで）の新株

予約権の行使価額の合計額は 1,200 万円を超えない」旨の要件は維持し

つつ、その合計額の算出の基礎となる「行使価額」を以下の金額とする

旨の改正が行われました（以下、同要件を「権利行使価額の上限の要

件」といいます。令和 6年度税制改正前の同要件も同様とします。）。 

 付与決議の日において発行会社がその設立の日以後の期間が 5 年

未満のものである場合には当該権利行使価額を 2 で除して計算し

た金額（すなわち行使価額の上限が 2,400万円となる） 

 設立の日以後の期間が 5年以上 20年未満であることその他の財務

省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額

を 3で除して計算した金額（すなわち行使価額の上限が 3,600万円

となる） 

✓ 保管委託要件の選択適用 

新株予約権の行使により取得する株式の保管方法について、従前は、

事前の金融商品取引業者等との取決めに従い、当該業者等にその株式の

保管の委託等が行われる必要があったところ、以下のとおりストックオ

プション行使時に交付される株式が譲渡制限株式の場合には、発行会社

による株式の管理等による方法もいわゆる保管委託要件として認められ

ることになりました。 

 発行会社と新株予約権者との間であらかじめ締結される新株予約

権の行使により交付をされる発行会社の株式（譲渡制限株式に限

る。）の管理に関する取決めに従い、当該取得後直ちに、発行会社

により管理がされること 

 

(2) 税制適格ストックオプションを既に発行している会社への経過措置 

上記改正は、税制適格ストックオプションを既に発行している会社であっても変

更契約を締結することにより適用が可能となります。具体的には、2024年 4月 1日

以前に税制適格ストックオプションの要件を満たす割当契約を締結した会社が、

2024 年 12 月 31 日までの間に、同割当契約に定められた権利行使価額の上限の要

件及び保管委託要件を令和 6 年度税制改正後のものに変更すれば、上記改正が適用

されます（租税特別措置法施行規則 31条 2項）。 
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(3) 主要な変更点 

令和 6年度税制改正による主要な変更点は下表のとおりです。 

 

 
令和 6年度税制改正による 

変更箇所（下線部） 

従来の税制適格ストック 

オプションの要件（参考） 

対象者・

発行価額 
右記と同じ 

ストックオプションは、発行会

社の役職員に無償で付与された

ものであること 

権利行使

期間 
右記と同じ 

ストックオプションの行使は、

その契約の基となった付与決議

の日後 2 年を経過した日からそ

の付与決議の日後 10年を経過す

る日までの間に行わなければな

らないこと 

設立から 5 年未満の非上場会社

は、その他の要件を満たすこと

を前提に、権利行使期間の上限

が 10年ではなく、15年へ延長 

権利行使

限度額 

ストックオプションの行使の際

の権利行使価額（付与決議の日

において発行会社がその設立の

日以後の期間が 5 年未満のもの

である場合には当該権利行使価

額を 2 で除して計算した金額と

し、発行会社がその設立の日以

後の期間が 5年以上 20年未満で

あることその他の財務省令で定

める要件を満たすものである場

合には当該権利行使価額を 3 で

除して計算した金額とする。本

号において同じ。）の年額の合計

額が 1,200万円を超えないこと 

ストックオプションの行使の際

の権利行使価額の年額の合計額

が 1,200万円を超えないこと 

権利行使

価額 
右記と同じ 

ストックオプションの行使に係

る 1 株当たりの権利行使価額

は、当該ストックオプションの

付与に係る契約を締結した株式

会社の当該契約の締結の時にお

ける 1 株当たりの価額相当額以

上であること 

譲渡制限 右記と同じ 
ストックオプションの譲渡が禁

止されていること 

行使条件 右記と同じ 

ストックオプションの行使に係

る株式の交付が、会社法 238 条

1 項に定める事項に反しないで

実施されるものであること 

保管委託 

本新株予約権の行使により取得

をする株式につき、次に掲げる

要件のいずれかを満たすものと

すること 

① 発行会社と金融商品取引業

者等との間であらかじめ締

結された取決めに従い、金

融商品取引業者等におい

発行会社と金融商品取引業者等

との間であらかじめ締結された

取決めに従い、金融商品取引業

者等において、当該ストックオ

プションの行使により取得した

株式の保管の委託等がなされる

こと 
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令和 6年度税制改正による 

変更箇所（下線部） 

従来の税制適格ストック 

オプションの要件（参考） 

て、当該ストックオプショ

ンの行使により取得した株

式の保管の委託等がなされ

ること 

② 発行会社と権利者との間で

あらかじめ締結される新株

予約権の行使により交付を

される発行会社の株式（譲

渡制限株式に限る。）の管

理に関する取決めに従い、

当該取得後直ちに、発行会

社により管理がされること 

 

2． 実務上のポイント 

 

(1) 保管委託要件 

ア 発行会社による株式の管理及び事務的な手続等 

ストックオプションの行使により交付された株式について、金融商品取引業者

等に対する保管の委託等に代えて発行会社が株式の管理等を行うことでも同要件

を充足することができるようになりました。発行会社による株式の管理等につい

ては、大要、以下の要件に従い、事前の取決めに従って帳簿に基づき株式の管理

等が行われる必要があります（租税特別措置法 29条の 2第 1項 6号ロ、同法施行

令 19条の 3第 9項、第 10項）。誤解を恐れずにいえば、基本的には、金融取引業

者等が従前行っていた方法に相当する方法で、発行会社が税制適格ストックオプ

ション行使により交付された株式の管理等を行う必要があるといえます。 

 

① 管理に係る取決めは各人別に締結されるものであること 

② 経済産業大臣が定める要件を満たす方法によって管理すること（経済産業

省告示第 69号） 

③ 管理されている株式は、金融商品取引業者等への売委託又は法人（国内に

おいて対価の支払を受ける場合に限る）に対する譲渡により行うこと 

④ その他の要件（租税特別措置法施行規則 11条の 3第 4項） 

 

保管委託要件として発行会社による株式の管理等を選択する場合、従前と比べ

て、発行会社には事務的な負担が生じます。すなわち、発行会社は、従前と同様

に、「特定新株予約権の付与に関する調書」13を準備するだけなく、「管理に係る取

決め」14、「区分管理帳簿」15、及び「特定株式等の異動状況に関する調書」16等を

各法令に即して準備する必要があります（下表参照）。 

 
13 租税特別措置法 29条の 2第 6項 
14 租税特別措置法施行令 19条の 3第 9項 
15 経済産業省告示第 69号 1条 
16 租税特別措置法 29条の 2第 7項 
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時期 必要書類 備考 

税制適格ストック

オプションを付与

した日の属する年

の翌年 1 月 31 日ま

で 

「特定新株予約権

の付与に関する調

書」 

租税特別措置法 29条の 2第 6項 

税制適格ストック

オプションの行使

前 

「管理に係る取決

め」 

租税特別措置法 29 条の 2 第 1 項 6

号ロ 

なお、同取決めには、同法施行令

19 条の 3 第 9 項 4 号、同法施行規則

11 条の 3 第 4 項に定める誓約事項を

定めることになります。 

税制適格ストック

オプションの行使

前 

「区分管理帳簿」 

税制適格ストックオプションを行

使した権利者別に、当該対象株式等

の取得その他の異動状況に関する事

項を記録し同一銘柄の他の株式と区

分して管理する必要があります（経

済産業省告示第 69号 1条）。 

この帳簿は、行使した権利者にそ

の権利者に係る部分の写しを交付す

る必要があります。 

毎年 1月 31日まで 

「特定株式等の異

動状況に関する調

書」 

租税特別措置法 29条の 2第 7項 

取決めに従い実際に株式を管理し

ている発行会社が所轄の税務署に提

出する必要があります。 

 

イ 権利者による事務的な手続 

税制適格ストックオプションを付与された権利者は、従前と同様に、ストック

オプション行使時には「誓約書」及び「権利行使価額その他財務省令で定める事

項を記載した書面」等を発行会社に提出する必要がある17だけでなく、株式譲渡時

には一定の情報18を発行会社に連絡する等の法令に即した対応を行う必要がありま

す19。 

以上ア及びイのとおり権利行使可能となるまでに発行会社及び権利者において

ストックオプション行使時及び株式譲渡時にどのような対応が必要となるかを、

実務面を含めて把握しておく必要があります。 

 

ウ 管理等の対象が譲渡制限株式に限定されていること 

発行会社による管理等の対象となる株式は譲渡制限株式に限定されています。

非上場会社である発行会社が上場する際に、発行会社が管理している株式の管理

先を金融商品取引業者等へ変更することになるところ、同変更により「契約の解

約又は終了」（租税特別措置法 29 条の 2 第 4 項 1 号）が生じ、その変更時に株式

 
17 租税特別措置法 29条の 2第 2項 
18 一定の情報とは、一株当たりの譲渡対価、並びに、特定株式か承継株式か否か、その株式の種類及び

特定株式の場合取締役等の特定株式とそれ以外の特定株式のいずれに該当するか等です（経済産業省告

示 69号 3条）。 
19 経済産業省告示第 69号 2条等 
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が譲渡されたとみなされ、意図しない課税が生じないかといった点を含め問題と

なり得ます20。この点について実務上どのように対応するかは今後検討がなされる

と見込まれます。 

 

エ 管理されている株式の譲渡先が限定されていること 

税制適格ストックオプションを付与された権利者が、その行使により交付され

た株式を譲渡する際、その譲渡は、金融商品取引業者等への売委託又は法人に対

する譲渡により行われる必要があります。すなわち、金融商品取引業者等への売

委託によらずに個人に対して譲渡した場合、税制上の優遇を受けられなくなりま

す。このように譲渡方法を限定した趣旨は、個人間取引の場合、税務当局におい

て法定調書を通じて株式譲渡の事実や条件を把握できないため、適正な税務上の

執行を担保できないと判断されたためと推測されます。 

なお、上記譲渡方法について、外国法人に対する株式の譲渡がされた場合や、

組合形式のファンドに対する株式の譲渡の場合に、かかる要件を満たすことがで

きるのかについては今後の動向に注意が必要と思われます。 

 

(2) 経過措置 

税制適格ストックオプションを既に発行している会社が、令和 6 年度税制改正後

のストックオプション税制を適用しようとする場合には、その割当契約を変更する

必要があります。当該変更については、原則として割当契約の変更契約の締結によ

り行われることになると思われるものの、各社の割当契約の内容に応じて手続を進

める必要があります21。 

 

Ⅳ. ストックオプション・プール 

 

1． 概要 

 

ストックオプションを委任期間の 1 年の制限なく、行使価額の定めを含めて柔軟

かつ機動的に発行できる仕組み（いわゆるストックオプション・プール）を可能に

 
20  松尾拓也ほか『インセンティブ報酬の法務・税務・会計 株式報酬・業績連動型報酬の実務詳解』

（中央経済社、2017）209～210 ページ等をご参照。変更時に株式の譲渡が行われたとみなされ、意図

しない課税が発生してしまう可能性があります。 
21 この点、仮に、令和 6年度税制改正により改正された税制適格ストックオプションの要件である権利

行使価額の上限の要件及び保管委託要件が、新株予約権の内容（会社法 236条 1項 1号）になっている

場合は、以下の手続が必要であると考えられます。松井信憲『商業登記ハンドブック〔第 4 版〕』358

ページ（商事法務、2021）をご参照。 

① 新株予約権の発行決議をした機関において、当該新株予約権の内容を変更する旨の決議をするこ

と 

② 取締役会（又は取締役の過半数の一致）により内容変更の決議をした場合において、株主以外の

者に対し特に有利な条件となるときは、更に、株主総会の特別決議を得ること 

③ 原則として新株予約権者全員の同意があること（もっとも、権利行使価額の上限の要件及び保管

委託要件の変更は、新株予約権者の不利益とならないため、（黙示の同意があるとみて）同意を

要しないと考えられます。） 
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する産業競争力強化法 21条の 19に関する改正法案が 2024年 2月 16日に閣議決定

され、2024 年の第 213 回通常国会での成立が目指されています22。本改正法案にお

ける産業競争力強化法 21条の 19の具体的内容は、以下のとおりです23。 

 

✓ 以下の要件を充足する株式会社であること（産業競争力強化法 21 条の

19第 1項前段） 

 設立の日以後の期間が 15年未満 

 経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合 

✓ 「募集新株予約権の内容」（会社法 239 条 1 項 1 号）のうち、以下の事

項について、株主総会で決議せずに取締役会に委任することができるこ

と（産業競争力強化法 21条の 19第 1項後段） 

 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方

法（会社法 236条 1項 2号、権利行使価額） 

 当該新株予約権を行使することができる期間（会社法 236 条 1 項 2

号、権利行使期間） 

✓ 取締役会に委任する株主総会決議について有効期間に制限がないこと

（会社法 239条 3項が適用されないこと、産業競争力強化法 21条の 19

第 1項後段） 

✓ 株主等に対する以下の保護措置 

 取締役会に委任する株主総会決議があった場合、その後に株主となろ

うとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該

決議があった旨を通知する等の措置を講じなければならない（産業競

争力強化法 29条の 19第 2項） 

 委任を受けた取締役会が募集事項を定めたときは、その募集新株予約

権の割当日の 2 週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しな

ければならない（産業競争力強化法 29条の 19第 3項） 

 取締役会に委任する株主総会決議があった場合、当該委任に基づいて

取締役会で新株予約権を発行するにあたって、金銭の払込を要しない

こととすること又は払込金額の下限が、特に有利な条件又は金額とな

るときは、権利行使価額、権利行使期間、新株予約権の数の上限及び

新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨を、株主総

会特別決議によって決定しなければならない（産業競争力強化法 29

条の 19第 4項） 

 

2． 税制適格ストックオプションとの関係 

 

上記 1.のとおり、取締役会に委任する株主総会決議があった場合、当該委任に基

づき取締役会で新株予約権を発行するにあたって、金銭の払込を要しないこととす

ることが特に有利な条件又は金額とならない場合24は、ストックオプション・プール

制度を利用することができます。 

 
22  「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
案」が閣議決定されました （METI/経済産業省） 
23 詳細については、今年 4月に第 1号を発刊した MHM STARTUP UPDATES 

（https://www.mhmjapan.com/content/files/00070230/20240425-050711.pdf）もご参照。 
24 「金銭の払込みを要しないこととすること…が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条

件又は金額であるとき」（産業競争力強化法 29 条の 19 第 4 項）に該当するか否かは、原則的には、ス

トックオプションの公正価値の算定を外部機関に依頼し、その算定された公正価値をベースに検討され

ると考えられます。なお、会社法・産業競争力強化法の観点から有利な条件又は金額であるかと、税務

 

https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240216001/20240216001.html
https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240216001/20240216001.html
https://www.mhmjapan.com/content/files/00070230/20240425-050711.pdf
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したがって、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受け、ストックオプションの公

正価値を算定する手間やコストを厭わないのであれば、ストックオプション・プー

ルを利用して、税制適格ストックオプションを発行できる可能性はあると考えられ

ます。そのため、経済産業大臣及び法務大臣の確認やストックオプションの公正価

値の算定、を行う手間やコストとの兼ね合いでストックオプション・プールの利用

する価値が見込まれるかを踏まえて、今後ストックオプション発行の選択肢の一つ

として検討される場面が生じ得ると考えられます。 

 

Ⅴ. 終わりに 

 

以上のとおり、税制適格ストックオプションに関する最新動向や税制改正による要

件の緩和、さらにはストックオプション・プールの活用可能性等を踏まえると、ス

タートアップにおいて税制適格ストックオプションが今後より多く利用されるように

なると考えられます。 

もっとも、特に非上場会社における保管委託要件の充足については実務的な方法が

十分に固まっているとはいえないため、事後的に保管委託要件を満たしていなかった、

又は、発行会社及び権利者の手続に不備があったなどが発覚して、意図しない課税が

生じる可能性があります。そのため、税制適格ストックオプションの導入に際しては

慎重な検討が必要になると考えられます。 

  

 
上の観点から税制適格ストックオプションの要件の一つである「ストックオプションの行使に係る 1株

当たりの権利行使価額は、当該ストックオプションの付与に係る契約を締結した株式会社の当該契約の

締結の時における 1株当たりの価額相当額以上であること」（租税特別措置法 29条の 2第 1項 3号）に

該当するかは、それぞれ独立に検討する必要がある点、注意が必要です。 
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セミナー情報 

➢ セミナー  『カーボンニュートラルに貢献するための環境価値取引～コーポ

レート PPAの基本と実務上のポイント～』 

開催日時  2024年 6月 6日（木）13:00～16:00 

講師    木山 二郎 

主催    一般社団法人企業研究会 セミナー事業グループ 

 

➢ セミナー  『第 5386 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国ベンチャー投

資契約の基礎と実務～モデル契約条項と出資にあたっての重要ポ

イントを重点解説～」』 

開催日時  2024年 6月 18日（火）13:30～15:30 

講師    喜多野 恭夫 

主催    株式会社 FNコミュニケーションズ 
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